小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業の公募について
京都府中央会では、小企業者組合を対象とした「小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業」の実施を希望される組合を募集します。

【事業の趣旨】

　本事業は、小企業者組合が、組合員及び組合の活性化のために実施する、ＩＴを活用した市場開拓、首都圏や海外等の新たな需要先の開拓、今後の原材料の安定的確保、消費者ニーズに対応する新たな意匠開発、他分野等との連携による技術開発、物流システムの効率化、伝統技能の継承、等に関するフィージビリティ・スタディ（実現可能性調査）、さらにはフィージビリティ・スタディの結果を具体化するための事業に対して助成を行い、小企業者及び小企業者組合の活性化を支援します。

【補助対象者】

　本事業の補助対象となる組合は、以下の要件を備えている小企業者組合とします。

①事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の４分の３以上が小企業者（常時使用する従業員の数が５人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、２人（以下同じ））以下の会社及び個人）であるもの。
②事業協同小組合及び企業組合。
③協業組合であって、常時使用する従業員の数が５人以下のもの又は組合員の４分の３以上が協業実施直前において小企業者であったもの。
④事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、４分の３以上が小企業者であるもの。
⑤前記①～④に掲げる組合以外の組合であって他の特別の法律に基づく組合にあっては、その直接又は間接の構成員の４分の３以上が小企業者であるもの。

【補助金額】

　１件当たりの補助金額は１，２００千円を上限とし、総事業費の３分の２を助成します。

【申込受付期間】

　平成２３年６月１日（水）　～　６月１０日（金）

【お問い合わせ】

京都府中小企業団体中央会　企画調整課・連携支援課・総務情報課

　　　℡075（314）7131　

